
技能士章再交付について 
 

 

 

１．申請に必要な書類 
 
（１） 技能士章再交付申請書 

 
（２） 技能検定合格証書の写し 

 

 

２． 受領方法について 
 

 技能士章の受領方法について、下記のうち希望される番号に○を付けてください。 

 
（１） 直接受領する（再交付の際に御連絡いたしますので、労働政策課までお越しください。） 
 
（２） 郵送を希望する（郵便小包による受取人着払いでの送付となります。） 

 

 

○ 送付先を御記入ください。 

 

郵便番号    -       

 

住 所                             

 

宛 名                             

 

電 話                       

 

 

３．申請書の提出先（郵送可） 
 

〒３２０－８５０１ 

 

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

 

栃木県産業労働観光部労働政策課 産業人材育成担当 

 

ＴＥＬ：０２８－６２３－３２３８ 
 

 

 

             この用紙は申請書と一緒に提出してください。 


